
第３回代表者研究協議会
説明資料

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

特別支援教育調査官 中村大介

令和２年度
全国特別支援学校知的障害教育校長会
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特別支援教育調査官の中村大介（なかむらだいすけ）と申します。

校長先生方に直接御挨拶を差しあげられず

大変残念に思っております。

東京都立特別支援学校（知的障害）教諭から

東京都教育庁指導主事等を経て

平成三十年度より現職を務めております。
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特別支援学校知的障害者用教科書の改訂
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新学習指導要領に示された教科の内容を，

児童生徒が確実に学べるよう,内容を工夫しました。4



挿絵は全体で約2200枚作成しました。5



お近くの教科書センター等で，ぜひ一度御覧ください。6



教師用の教科書解説も順次発刊してまいります。7



特別支援学校教諭免許状の保有状況

これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上に

ついて ～学び合い、高め合う教員育成コミュニティ

の構築に向けて～ （答申）（抜粋）

【４.の(6)の④】

(略)このため，教育職員免許法附則第１６項の廃止

も見据え，平成３２年度までの間に，おおむね全て

の特別支援学校の教員が免許状を所持することを目

指，国が必要な支援を行うことが適当である。(略)

中央教育審議会答申（中教審第184号）8



特別支援学校教諭免許状の保有状況
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在籍校種の免許状保有率の経年比較（平成18年度～令和元年度）

全体 新規採用者

免許状保有率：83.0％（令和元年度）
※教育職員免許法附則第15項

（「当分の間」保有を要しないとする経過措置規定）9



本日の話題

話題１ 有識者会議報告（素案）

話題２ プログラミング教育

話題３ 中学部保健体育科の指導計画

話題４ 観点別学習状況の評価

終わりに～カリキュラム・マネジメントの推進
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話題１ 有識者会議報告（素案）
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話題１ 有識者会議報告（素案）

新しい時代の特別支援教育の在り方に関する

有識者会議報告（素案）

Ⅰ．特別支援教育を巡る状況と基本的な考え方

Ⅱ．障害のある子供の学びの場の整備・連携強化

３．特別支援学校における教育環境の整備

Ⅲ．特別支援教育を担う教師の専門性の向上

３．特別支援学校の教師に求められる専門性

Ⅳ．ＩＣＴ利活用等による特別支援教育の質の向上

Ⅴ．関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実
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話題１ 有識者会議報告（素案）
３．特別支援学校における教育環境の整備

（学習指導要領の着実な実施）

各特別支援学校においては、各教科等の目標・内容の

理解を深め、単元設定や教材の選定を行い、指導を行

う必要がある。

（副次的な籍の展開）

居住する地域の学校までの距離がある場合などは、各

学校に整備されたＩＣＴ機器を活用した交流及び共同

学習の取組を実施するなど、各学校や児童生徒の状況

に応じて段階的、継続的に取組を進めていくことが期

待される。
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話題１ 有識者会議報告（素案）

３．特別支援学校の教師に求められる専門性

（免許法附則第15 項について）

特別支援学校における特別支援学校教諭の免許状所持

を当面猶予する教育職員免許法附則第15 項の規定に

ついては、現下の免許状の保有率や人事交流への影響

等に鑑み、現状では直ちに廃止することは困難な状況

であるが、引き続き、同法附則第15 項の廃止を見据

え、概ね全ての特別支援学校の教員が免許状を取得す

ることを目指して取り組むことが必要である。
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話題１ 有識者会議報告（素案）

（私どもへの「宿題」と言うべき指摘ですが）

（学習指導要領の着実な実施）

国においては、知的障害者である児童生徒を教育する

特別支援学校の各教科において育むべき資質・能力を

着実に児童生徒に身に付けさせる観点から、国語、算

数・数学、音楽以外の教科についても、各学校におけ

る指導の状況や学習者用デジタル教科書の在り方に係

る検討の方向性に留意しつつ，著作教科書（知的障害

者用）を作成することが必要である。
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話題２ プログラミング教育

（学習指導要領の規定の確認）

【第１章第４節の１の(3)】

⑶ 第３節の２の(1)に示す情報活用能力の育成を

図るため，各学校において，コンピュータや情報

通信ネットワークなどの情報手段を活用するため

に必要な環境を整え，これらを適切に活用した

学習活動の充実を図ること。また，各種の統計

資料や新聞，視聴覚教材や教育機器などの教材・

教具の適切な活用を図ること。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領16



話題２ プログラミング教育

【第１章第４節の１の(3)の続き】

あわせて，小学部においては，各教科等の特質に

応じて，次の学習活動を計画的に実施すること。

ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの

学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な

操作を習得するための学習活動

イ 児童がプログラミングを体験しながら，コン

ピュータに意図した処理を行わせるために必要な

論理的思考力を身に付けるための学習活動

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領17



話題２ プログラミング教育

（解説に示された内容）

【第３編第１章第４節の１の(3)より抜粋】

また，子供たちが将来どのような職業に就くとし

ても時代を越えて普遍的に求められる「プログラミ

ング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現す

るために，どのような動きの組合せが必要であり，

一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み

合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改

善していけば，より意図した活動に近づくのか，と

いったことを論理的に考えていく力）を育むため

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部・小学部・中学部）18



話題２ プログラミング教育

【第３編第１章第４節の１の(3)より抜粋】

小学部においては，児童がプログラミングを体験し

ながら，コンピュータに意図した処理を行わせるた

めに必要な論理的思考力を身に付けるための学習活

動を計画的に実施することとしている。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編
（幼稚部・小学部・中学部）19



話題２ プログラミング教育

【第３編第１章第４節の１の(3)より抜粋】

（前略）プログラムの働きやよさ，情報社会がコン

ピュータをはじめとする情報技術によって支えられ

ていることなどに気付き，身近な問題の解決に主体

的に取り組む態度やコンピュータ等を上手に活用し

てよりよい社会を築いていこうとする態度などを育

むこと，さらに，教科等で学ぶ知識及び技能等をよ

り確実に身に付けさせることにある。

20
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編

（幼稚部・小学部・中学部）



話題２ プログラミング教育

【第３編第１章第４節の１の(3)より抜粋】

したがって，教科等における学習上の必要性や学習

内容と関連付けながら計画的かつ無理なく確実に実

施されるものであることに留意する必要があること

を踏まえ，小学部においては，教育課程全体を見渡

し，プログラミングを実施する単元を位置付けてい

く学年や教科を決定する必要がある。

21
特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編

（幼稚部・小学部・中学部）



話題２ プログラミング教育

論理的思考力を育むとともに教科等で学ぶ知識及び

技能等をより確実に身に付けさせることを意図して

教材を試作

＜小学部・算数 ２段階＞

Ａ 数と計算 のアの(ｱ)の㋕

㋕ 数の系列が分かり，順序

や位置を表すのに数を用い

ること

https://scratch.mit.edu/projects/353087397/fullscreen/

インターネットエクスプロー
ラー®以外のプラウザ上で動
作可能です。
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話題３ 中学部保健体育科の指導計画

【第１章第３節の３の(1)のア】

ア 第２章以下に示す各教科，道徳科，外国語活

動，

特別活動及び自立活動の内容に関する事項は，特

に示す場合を除き，いずれの学校においても取り

扱わなければならない。

＜中学部保健体育科に示されている内容＞

Ａ 体つくり運動，Ｂ 器械運動，Ｃ 陸上運動，

Ｄ 水泳運動，Ｅ 球技，Ｆ 武道，Ｇ ダンス，Ｈ 保健

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領24



話題３ 中学部保健体育科の指導計画

【第２章第２節第２款第１〔保健体育〕の３の(1)のイ】

イ 「Ａ体つくり運動」及び「Ｈ保健」について

は，

３学年間にわたって取り扱うこと。

【第４章第５節第７の３より抜粋】

武道の運動種目は，学校や地域の実態に応じて相

撲，剣道又は柔道などから一つを取り扱うととも

に，

３学年を見通した指導計画のもと，適切な授業時数

を設定し，効果的，継続的に指導できるようにする

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

特別支援学校教育要領・学習指導
要領解説各教科等編（小学部・中学部）25



話題３ 中学部保健体育科の指導計画

【第４章第５節第７の３より抜粋】

武道は，（中略）｢柔道｣,｢剣道｣,｢相撲｣などが

構成内容である。

＜参考＞

中学校では，柔道，剣道又は相撲のうちから１種目を選択して履修

できるようにすることとしており，加えて，空手道，なぎなた，弓

道，合気道，少林寺拳法，銃剣道などについても履修させることが

できることとしている。また，学校や地域の特別の事情がある場合

には，これらに替えて履修させることができることとしている。

特別支援学校教育要領・学習指導要領解説各教科等編（小学部・中学部）
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（御参考）表記に関して

資質・能力の三つの柱 観点別学習状況の評価
の観点

知識及び技能 知識・技能

思考力，判断力，表現
力等

思考・判断・表現

学びに向かう力，人間
性等

主体的に学習に取り組
む態度

27



話題４ 観点別学習状況の評価

【４.の（２）】

（２）学習評価については，日々の授業の中で児童

生徒の学習状況を適宜把握して指導の改善に生かす

ことに重点を置くことが重要であること。したがっ

て観点別学習状況の評価の記録に用いる評価につい

ては，毎回の授業ではなく原則として単元や題材な

ど内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状

況を把握できる段階で行うなど，その場面を精選す

ることが重要であること。

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び

指導要録の改善等について（通知）（30文科初第1845号）
28



（整理の例）評価の場面をいかに工夫していくか

（話を簡略化するために，「内容」に絞っています）

生活科の
内容Ａ

国語科の
内容Ｂ

自立活動三つの観点
から評価する

具体的な
指導内容

具体的な
指導内容

実態把握から
導かれる具体
的な指導内容

これらの具体的な指導内容をどのような方法で指導すると，教育
活動の質がより向上し，学習の効果の最大化を図ることができる
か検討した結果，「各教科等を合わせた指導」を実施することが適
当と考えられた。

当該単元における具体的な指導内容
学習状況を適
宜把握して指
導の改善に生
かす

実現状況を把
握できる段階
で行う

29



話題４ 観点別学習状況の評価

【 ３の(2)の④のｳ) より抜粋】（「主体的に学習に取り組む態度」の評価の方法)

発達の段階に照らした場合には、児童自ら目標を立てるなど学習を調整する姿

が顕著にみられるようになるのは、一般に抽象的な思考力が高まる小学校高学

年以降からであるとの指摘もあり、児童自ら学習を調整する姿を見取ることが

困難な場合もあり得る。このため、国においては、①各教科等の「主体的に学習

に取り組む態度」の評価の観点の趣旨の作成等に当たって、児童の発達の段

階や各教科等の特質を踏まえて柔軟な対応が可能となるよう工夫するととも

に、②特に小学校低学年・中学年段階では、例えば、学習の目標を教師が「め

あて」などの形で適切に提示し、その「めあて」に向かって自分なりに様々な工

夫を行おうとしているかを評価することや、他の児童との対話を通して自らの考

えを修正したり、立場を明確にして話していたりする点を評価するなど、児童の

学習状況を適切に把握するための学習評価の工夫の取組例を示すことが求め

られる。
児童生徒の学習評価の在り方について（報告）

（平成31年1月21日，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会）
30



話題４ 観点別学習状況の評価

＜単元などにおける評価規準の作成例＞

例えば，小学部生活科の「ア 基本的生活習慣」の評価規準を作成す

る場合の例

【第２章第１節第２款第１〔生活〕の２の１段階の(2)のア】

ア 基本的生活習慣

食事や用便等の生活習慣に関わる初歩的な学習活動を通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(ｱ) 簡単な身辺処理に気付き，教師と一緒に行おうとすること。

(ｲ) 簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付けるこ

と。31



話題４ 観点別学習状況の評価

(ｲ) 簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付ける

こと。

「知識・技能」の評価規準の作成例

簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付けてい

る。

(ｱ) 簡単な身辺処理に気付き，教師と一緒に行おうとするこ

と。

「思考・判断・表現」の評価規準の作成例

簡単な身辺処理に気付き，教師と一緒に行おうとしている。
32



話題４ 観点別学習状況の評価

特別支援学校小学部・中学部学習評価参考資料（令和２年４月，文部科学省）

観点 趣旨

知識・技能

活動や体験の過程において，自分自身，身近な

人々，社会及び自然の特徴に関心をもっていると

ともに，身の回りの生活において必要な基本的な

習慣や技能を身に付けている。

思考・判断・表現

自分自身や身の回りの生活のことや，身近な

人々，社会及び自然と自分との関わりについ

て関心をもち，感じたことを伝えようとしている。

主体的に学習に
取り組む態度

自分のことに取り組もうとしたり，身近な人々，社

会及び自然に関心をもち，意欲をもって学ぼうと

したり，生活に生かそうとしたりしている。

１段階の評価の観点及びその趣旨（小学部生活科）
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話題４ 観点別学習状況の評価

【第２章第１節第２款第１〔生活〕の２の１段階の(2)のア】

ア 基本的生活習慣

食事や用便等の生活習慣に関わる初歩的な学習活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

(ｱ) 簡単な身辺処理に気付き，教師と一緒に行おうとするこ

と。

(ｲ) 簡単な身辺処理に関する初歩的な知識や技能を身に付け

ること。

34



話題４ 観点別学習状況の評価

「主体的に学習に取り組む態度」の評価規準の作成例

食事や用便等の生活習慣に関わる初歩的な学習活動を通して，

観点 趣旨

主体的に学習に
取り組む態度

自分のことに取り組もうとしたり，身近な人々，社

会及び自然に関心をもち，意欲をもって学ぼうと

したり，生活に生かそうとしたりしている。

35



終わりに～カリキュラム・マネジメントの推進

【第２章第１節第２款第２の２】

第２ 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容
の取扱い

２ 個々の児童の実態に即して，教科別の指導を行

うほか，必要に応じて各教科，道徳科，外国語活動，

特別活動及び自立活動を合わせて指導を行うなど，

効果的な指導方法を工夫するものとする。その際，

各教科等の内容間の関連を十分に図るよう配慮する

ものとする。

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領36



中学部数学１段階「Ａ 数と計算」

イ 整数の加法及び減法

(ｱ) 次のような知識及び技能を身に付けること。

㋐ ２位数の加法及び減法について理解し，

その計算ができること。また，それらの筆算

の仕方について知ること。
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中学部理科２段階「Ｃ 物質・エネルギー」
ア 水や空気と温度

(ｱ) 次のことを理解するとともに，観察，実験
などに関する初歩的な技能を身に付ける
こと。
㋑ 水は，温度によって水蒸気や氷に
変わること。
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終わりに～カリキュラム・マネジメントの推進

【１.の(3)】

学校全体として，子供たちや学校，地域の実態を適

切に把握し，教育内容や時間の適切な配分，必要な

人的・物的体制の確保，実施状況に基づく改善など

を通して，教育課程に基づく教育活動の質を向上さ

せ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネ

ジメントに努めるものとしたこと。特に，個別の指

導計画の実施状況の評価と改善を，教育課程の評価

と改善につなげていくよう努めるものとしたこと。
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